
中央本部は本日、【2023年度新賃金要求の申し入れ(申9号)】と
【諸要求改善にむけた申し入れ(申10号)】を会社に提出しました。
申し入れにあたって髙木委員長は、「物価上昇に苦しむ組合員の生

活を守り、若年退職を防止するためのベアの実施」「要員不足の中、
コロナ対策、災害対応を行ないながら安全・安定輸送を担ってきた組
合員の努力に対し、誠意ある回答を求める」と述べ、ＪＲ貨物労組の
２０２３春闘交渉がスタートしました！
全国の職場から、春闘標語や総対話行動、全国統一職場集会の取り

組みをつくり出し、ベースアップ満額獲得・諸要求前進にむけて回答
指定日まで全組合員で闘い抜こう！

≪準備ゾーン≫ 第１回交渉（申し入れ・収入動向）～第２回交渉（要求の根拠）

☆執行委員会や常任委員会での意思統一
☆職場集会や座談会を通じた組合員への周知

次回、第２回交渉は３月１日（水）です。

ＪＲ貨物労組

２０２３年２月１５日
Ｎｏ．４２

１０，０００円
・「基準額」及び「最低額」、「年齢保障給」について10,000円の改善を
実施すること。

・契約社員及び臨時社員、シニア社員の定期昇給分を２％として実施
すること。併せてベースアップ分として10,000円を実施すること。
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